
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたこ

とを受け、下記の施設の休業期間を延長いたします。 

 報道機関各位  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

 

休業期間：5 月 10 日（日）まで 

     ＊状況により変更する場合があります。 

対象施設・みのわ温泉 （ながた荘・ながたの湯） 

・ながた自然公園 （キャンプ場・マレットゴルフ場） 

・萱野高原 （キャンプ場・信州かやの山荘）  

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 

箕輪町役場 商工観光推進室 プレスリリース 

令和 2年 4月 20日 発信 

 

箕輪町内の観光施設休業の延長について 

 

箕輪町 

添付資料 有  ○無  

箕輪町 商工観光推進室 観光係 
(室長) 小林 剛史 (担当)宮尾 栄子 
電 話：０２６５－７９－３１１１ 
ＦＡＸ：０２６５－７９－０２３０ 
E-mail : sangyou@town.minowa.lg.jp 


